
      令和７年第１２回うきは市教育委員会定例会会議録 
 

開催日時    令和７年１２月２日（火） １８時００分～１９時１４分 

 

場    所    うきは市役所 西別館 第一会議室 

 

招  集  樋口 則之（教育長） 

 

出席委員    平位 秀敏（職務代理者）  處  愛美（委員） 

家永 由里子（委員）    古賀 公彦（委員） 

 

事 務 局   江藤 良隆（学校教育課長） 佐藤 重信（生涯学習課長） 

        坂本 正明（指導主事）   熊懐 真孝（教育総務係長） 

 

諸般の報告  

議事    議案第３２号 うきは市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

 議案第３３号 うきは市文化施設条例の一部を改正する条例について 

 議案第３４号  令和７年度１２月補正予算要求について 

協議事項  

 

６  報告事項 

（１）専決処分の報告について 

 ・和解及び損害賠償額の決定について 

（２）部活動地域展開のアンケート実施について 

（３）区域外就学について 

（４）生徒指導上の諸問題に関する実態調査(令和７年１０月末 月例報告)について 

（５）令和８年度への予算要望について 

 

７ その他 

（１）令和８年度機構改革について 

（２）令和７年１２月分、令和８年１月 主な行事予定 

８ 閉 会 

   次回教育委員会開催日時  令和８年１月  日（  ） １８時００分～ 

 

 

 

 

 



 

教育長   ただいまから、第１２回うきは市教育委員会定例会を開会いたします。 

うきは市教育委員会会議規則第３条２項により開催いたします。 

会議の日程は本日限りといたします。 

公開・非公開に関わらず、教育委員の皆さんには地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１１条、第１２条による守秘義務がありますので、よろしくお

願いします。それでは開会いたします。 

本日の議事録署名者は、家永委員にお願いいたします。 

それでは諸般の報告に参ります。事務局、説明をお願いいたします。 

 

事務局   諸般の報告は特にありません。 

 

教育長   それでは議事に進みます。 

   議案第３２号 うきは市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について説

明をお願いします。 

       

事務局   第３条第１項第１号中の学年始休業日について、「４月１日から４月５日」を「４

月１日から４月６日」に改めるものです。3、4ページをご覧ください。これは、

年度初めの準備期間を最短でも４日間確保するものです。現在のままで行きま

すと令和８年度に４月３日が始業式になってしまうことが想定されましたので、

変更するものです。 

 

教育長   みなさまご意見ございますか。 

      この件につきましては、北筑後地区の教育長会でも話題に挙がっていて、久留

米等は既に対応していると聞いておりました。 

      ご承認いただけますでしょうか。 

 

全委員   賛成 

 

教育長   議案第３３号 うきは市文化施設条例の一部を改正する条例について説明をお

願いします。 

 

事務局   うきは市文化施設条例の一部を次のように改正したいので、教育委員会の議決

を求める。前回の教育委員会でネーミングライツの件をご説明しておりました。

１１月２７日の議会全員協議会でも説明をしております。経過については記載

のとおりですが、ネーミングライツパートナー候補者として、タカトリグルー

プホールディングス株式会社が選定されております。吉井地区で創業以来８０

年以上事業を営まれておりますが、株式会社鷹取製作所をはじめ、株式会社Ｔ

ＣＡＳＴ、ホームメカトロニクス株式会社で組織される鷹取グループで、２０



２５年度の４月よりホールディングス化に取り組まれております。 

      愛称につきましては、「鷹取ホールディングス白壁ホール」という名称で応募い

ただきまして、使用期間は令和８年４月１日～５年間を見込んでおり、ネーミ

ングライツ料としては、年額２２０万円で５年間では１，１００万円を想定し

ております。他の体育施設については応募がございませんでした。 

      これに伴い、条例の中の第３条の愛称を「白壁ホール」から「タカトリホール

ディングス白壁ホール」と変更させていただくものです。 

       

 

教育長   条例の改正です。みなさまご意見いかがでしょうか。 

 

Ａ委員   正式な愛称としてはタカトリグループホールディングス白壁ホールになると思

いますが、今までのように白壁ホールと呼んでも良いのか。 

 

事務局   皆様が呼びやすい呼び方で良いと思いますが、市からのご案内や表示には正式

な愛称で記載をいたします。 

 

Ｂ委員   建物の表示は変更するのか。 

 

事務局   既存の物がございますが、取り替えるか張り付けるかについての費用は先方に

委ねられますので、協議を行い進めて参ります。 

 

教育長   条例改正ですので、改めて議会に上程して参りますが、みなさまよろしいでし

ょうか。 

 

全委員   賛成 

 

教育長   ありがとうございます。それでは次の議案に参ります。 

      議案第３４号  令和７年度１２月補正予算要求について説明をお願いします。 

 

事務局   （議案を読み上げる。）１０ページが議会へ出す議案です。１１ページからが予 

算の明細です。繰越を１件予定しており１０款１項２目小学校営繕費です。内 

容については後程詳細を説明いたします。 

１２ページは歳入です。７目の教育債の起債を計上しております。こちらは生

涯学習課分です。 

それでは歳出の説明です。１３ページをご覧ください。 

１０款１項２目事務局費２２節償還金利子及び割引料で２５７千円の増額補正 

です。幼児教育無償化・副食費補助において、概算で受け取っていた令和 

６年度分の国・県の交付金を実績により返還するものです。 



１４ページ１０款２項１目の委託料です。千年小学校の給水管の劣化が見られ 

ますので、設計を補正で計上し令和８年当初予算に工事費を計上したいと考え 

るものです。 

      続いて１７節ＡＥＤ購入費の減額が１，００１千円で、１５ページ同じ内容で 

す。入札残による減額です。 

 

事務局   生涯学習課分については１６ぺージをご覧ください。 

      １０款４項１目社会教育総務費ですが、４８５千円の減額となりますが、実績

に基づくものです。  

17 節備品購入費については社会教育総務費、芸術文化振興費も同じくＡＥＤ購

入における入札残となります。 

６目の図書館費では、１０節の印刷製本費は、図書カードの在庫が少なくなっ

たもので増額しております。１２節委託料はシステム改修委託料です。実績に

基づく減額です。 

別紙になりますが、２款１項８目の企画費で補正額は１８，６００千円となり

ます。企業版ふるさと納税の件で、ラグビータウン推進事業の取り組みについ

ての補助金を計上するものです。 

当初予算分で既にルリーロ福岡には前期に４２５，７１４千円出しております。 

今後の寄附があったものにつきましては、次年度にお支払いしていくところで

す。 

      

教育長   説明についてご意見等ございますか。 

 

Ａ委員   ＡＥＤは今年度切り替え予定だったのですか。 

 

事務局   そのとおりです。 

 

教育長   みなさまそれでは補正予算についてはよろしいでしょうか。 

 

全委員   了解した。 

 

教育長   それでは続きまして、協議事項に参ります。 

 

事務局   協議事項はありません。 

 

教育長   それでは報告事項をお願いします。 

 

事務局   （１）専決処分の報告について 

      ・和解及び損害賠償額の決定について 



       １８ページになります。専決処分を行っております。事案といたしましては、

１９ページです。吉井中学校校内で発生した事案になります。事故の概要に

としましては、相手方が、部活の送迎で学校を訪れ、駐車場が満車だったた

めタンク横に停車していました。その際に、タンクに立て掛けてあったトタ

ンが風にあおられ、車に倒れ掛かり、相手方車両のボンネット、ヘッドライ

ト部分等が破損したものです。損害額は所領修繕４２万円になります。人的

損害はありません。過失割合は、市側の過失が１０割となります。令和７年

１０月２０日で和解が成立しましたので、同日付で専決処分を行わせていた

だいております。 

 

Ｂ委員   賠償の支払いは保険対応なのか。 

 

事務局   弁護士経由で保険会社に確認しておりますが、保険で対応しております。駐

車場ではない場所であるが、相手方に非が認められないことも確認し、保険

対象となっております。 

 

Ｃ委員   何か荷物等を置くような際には、学校側でもカラーコーン等設置しないとい

けませんね。改善されることを期待します。   

 

教育長   こちらについては１２月議会にて説明して参ります。 

 

教育長   続きまして、（２）部活動地域展開のアンケート実施について説明をお願いし

ます。 

  

 事務局  ２１ページからになります。２２～２４ページが小学生の４，５，６年生に実

施予定のアンケートで、２５～２８ページが保護者向けです。 

中学校部活動の地域展開を「うきは市部活動地域移行推進協議会」で議論して

いますが、今回小学校４・５・６年生を対象に協議会名でアンケートを行うも

のです。実態や希望を把握することで、今後の部活動運営に反映させるために

行うものです。結果によっては、両中学校の合同部活、休部、廃部、地域クラ

ブへの展開等を検討していきます。 

      中学校の保護者説明会が１月末から２月上旬にございますので、アンケートの

結果で希望が無いものについては、検討していく必要もあるかもしれません。 

 

教育長   ２５ページに既存の部活動の人数や顧問の数がありますが、浮羽中学校はほぼ

１人の顧問で運営しておりますので、休むことが出来ないというところです。 

      部活動の数が多いままですと、複数の顧問を配置することも出来ませんので、

２つの中学校で１つの部活動を運営していくことについても検討を進める必要

があると考えております。そのうえで、どのような部活動が望まれているかに



ついてアンケートを行うものです。 

      部活動地域移行推進委員会を２年前より立ち上げまして、水泳・柔道等は地域

の方々に部活動をお願いしているものです。５つくらいの部活動は両中学校合

同で実施しております。 

      どこの市町村でも部活動の土日における地域移行を令和７年度までに取り組ん

できておりましたが、なかなか簡単には進んでいないようです。 

      中学校の部活動だけではなく、スポーツ協会が主催している種目等への参加も

併せて考えて行かないといけないのだろうと考えております。 

 

（３）区域外就学について  なし 

（４）生徒指導上の諸問題に関する実態調査(令和７年１０月末 月例報告)について 

１０月末月例報告のいじめ、不登校兆候、不登校等の状況等について報告。 

  

７ その他 

（１）令和８年度機構改革について 

 ３０ページに機構改革について記載がございます。１２月議会に総務課が上程する議案に

なります。大きいところでは、こどもみらい課があたらしく出来、うきはブランド推進課

が商工観光推進課となります。学校教育課では新しく学校再編推進室が設置予定です。本

条例には教育委員会はありませんが、学校教育課に学校再編推進室が創設されることにな

りますので、次回の教育委員会にて「うきは市教育委員会事務局組織規則」改正の議題を

教育委員会に上程します。 

  

（２）令和７年１２月分、令和８年１月 主な行事予定 

 学校教育課、生涯学習課分を読み上げる。 

 

（３）１２月一般質問通告書を掲載 

 学校教育課については、岩淵議員、竹永議員、樋口議員からの質問がございました。 

 

８ 閉 会 

 次回教育委員会開催日時  令和８年１月８日（木） １８時００分～ 

 


